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【特別養護老人ホーム  薫藤園(ユニット型) 重要事項説明書】 

〈令和 6年 8月 １日現在〉 
 

当施設は介護保険の指定介護老人福祉施設として、 埼玉県より指定を受けています。 

（埼玉県指定   第１１７３９００５６２号） 

 

特別養護老人ホーム薫藤園(ユニット型) （以下｢ホーム｣といいます。） は、ご契約者に対し、介護老人福祉施設サ
ービスを提供します。ホームの概要や提供されるサービスの内容等、契約上、ご注意頂きたいことを次の通り説明し
ます。 
 
1. 施設経営法人 
（１）法   人   名    ：  社会福祉法人   さきたま会 
（２）法人所在地     ：  埼玉県 久喜市 上内 1446-1 
（３）連   絡   先    ：  ＴＥＬ (0480-58-1510） ＦＡＸ（0480-58-3868） 
（４）代表者名        ：  理事長   竹下 成子 
（５）法人認可年月日 ：  昭和４７年 ２月 １６日 
２．ご利用施設 
（１）施設の種類      ：    指定介護老人福祉施設   指定事業所番号（第1173900562号） 
（２）指定有効期間    ：    令和 2年 4月  １日～令和 8年 3月  31日 
（３）施設の名称      ：    特別養護老人ホーム   薫藤園（ユニット型） 
（４）施設の所在地    ：    埼玉県 羽生市 大字秀安 ３５１番地 
（５）連   絡   先    ：    ＴＥＬ（048-563-0910） ＦＡＸ（048-563-0952） 
（６）管   理   者    ：    施設長   小嶋 宏章 
（７）開設年月        ：    平成17年  4月  1日 
（８）入所定員        ：     ３0名 
（９） 当施設の目的と運営方針 

①指定介護老人福祉施設は、介護保険法令に従い、ご契約者（入所者）が、その有する能力に応じ、 
 可能な限り自立した生活を営むことが出来る様に支援することを目的として、ご契約者に、  
 日常生活を営むために必要な居室、及び共用施設等をご利用いただき、介護福祉施設サービスを 
提供します。当ホームは、身体上、又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、  
かつ、居宅においてこれを受けることが困難な方がご利用いただけます。 

②当ホームは、施設サービス計画に基づき、入所者が可能な限り、居宅における生活への復帰を念 
頭に置き、施設において、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、機能訓練、健康管理及び 
入所上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ、自立した生活を営むことが出 
来る様、施設サービスの提供に努めます。 

③入所者の意思、及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立ったサービスの提供に努めます。 
④事業を運営するにあたって、明るく家庭的な雰囲気を作り、地域やその家族との結び付きを重視 
し、関係市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、介護保険施設、その他福祉・ 
保健・医療サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 

⑤事業の実施に当たっては、指定介護老人福祉施設の人員 ・ 設備及び運営に関する基準（厚 
生省令第３９号）を遵守するものとします。 

3． 職員の配置状況 

  職種 職員数 職種 職員数 

施設長(管理者) 1 看護職員 4 

生活相談員 2 介護職員 12 

介護支援専門員 2 機能訓練指導員 1 

管理栄養士 1 医師(嘱託) 2 

4．入所中の医療の提供について 
   （協力医療機関） 羽生総合病院：埼玉県羽生市下岩瀬446番地 
            不動ヶ岡病院：埼玉県加須市岡古井107番地 
 
5. 施設が提供するサービスと利用料金 （地域区分6級地 １単位＝10.27円） 
  利用料金として基準額の1割、2割又は3割と、食費、居住費の合計をお支払いいただきます。 

 
(注）上記表は月額31日計算しております。食費・居住費は除いております。 

    また、入所後30日に限り、上記金額に30円/日が加算されます。 
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要介護度区
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要介護度１ 768 

18 4 8 18 

ご利用 

総単位数 

の14.0％ 

 

29,616 59,232 88,848 

要介護度２ 836 32,084 64,168 96,252 

要介護度３ 910 34,769 69,538 104,307 

要介護度４ 977 37,201 74,402 111,603 

要介護度５ 1,043 39,596 79,192 118,788 
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  ①食費 

 
②居住費 

 
 
③おやつ代 希望される方120円／日   
④入所者が希望する特別な食事に伴い必要となる費用の実費 
⑤理美容代の実費       
⑥利用者が独占的に使用する日用品に要する費用 
 

６．協力医療機関一覧表 

 
 
7．苦情の受付について  

【薫藤園（ユニット型）  苦情受付窓口】 

 
【行政機関その他苦情受付機関】 

 

７．福祉サービスの第三者評価について 

 

  実施しておりません。 

 

食  
費 

第4段階 介護保険負担限度額認定証記載額 （１ 日） 

31日 1日 第１段階 第２段階 第３段階① 第3段階② 

44,795円 1,445円 300円 390円 650円 1,360円 

居  
住  
費 
 

第4段階 介護保険負担限度額認定証記載額 （１ 日） 

31日 1日 第１段階 第２段階 第3段階① 第３段階② 

64,046円 2,066円 88０円 880円 1,370円 1,370円 

羽生総合病院 埼玉県羽生市下岩瀬４４６番地 

内科・循環器科・和漢診療科・外科・整形外科・脳神経外科・皮膚科・ 

泌尿器科・眼科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科・放射線科・歯科口腔外科・麻酔科・ 

耳鼻咽喉科・小児科・産婦人科・病理科・救急総合診療科・心理療法室 

不動ヶ岡病院 埼玉県加須市岡古井１０７番地 

 精神科・心療内科・内科 

萩原医院   埼玉県羽生市西4-1-6 

内科 形成外科 皮膚科 

アイルめぐみ歯科 埼玉県久喜市栗橋東６丁目１５−１ 

歯科 

受付時間 毎週：月曜日～土曜日 （9：0０～１8：００） 

管理者 小嶋 宏章     （施設長） 

受付担当者 赤木  リサ    （生活相談員） 

電話番号 ０４８－５６３－０９１０ 

ＦＡＸ番号 ０４８－５６３－０９５２ 

薫藤園 
第三者委員 

中村 和人   電話 ０４８－５６１－３１７３ 

井野岡 重行  電話 ０４８－５６3－３２６４ 

埼玉県  
国民健康保険団体連合会 

所在地 
埼玉県さいたま市中央区大字下落合1704番 
（国保会館4階） 

電話番号 ０４８－８２４－２５６８ （苦情相談専用） 

ＦＡＸ番号 ０４８－８２４－２５６１ 

受付時間 8：3０～１2：00 
13：00～17：00 （土、日、祝日は除く） 

羽生市役所  
高齢介護課介護保険係 

所在地 埼玉県羽生市東6丁目15番地  

電話番号 ０４８－６５１－１１２１ 

ＦＡＸ番号 ０４８－５６１－１１２１ 

受付時間 ８：３０～１７：１５ （月曜日～金曜日） 


